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◎
国
家
戦
略
特
別
区
域
等
に
関
す
る
制
度
の
運
用
に
お
け
る
公
正
性
及
び
透
明
性
の
確
保
を
図
る
た
め
の
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対

照
表

○
国
家
戦
略
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
七
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
基
本
理
念
）

第
三
条

〔
略
〕

第
三
条
の
二

こ
の
法
律
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
公
正
性
及
び
透
明
性
を

確
保
す
る
も
の
と
し
、
い
や
し
く
も
特
定
の
者
に
不
当
な
利
益
を
与
え
、
国
民

の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
こ
と
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
議
事
参
与
の
制
限
）

第
三
十
四
条
の
二

第
三
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
議
員
は
、
議
事
に
関

す
る
事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
場
合
そ
の
他
議
事
に
参
与
す

る
こ
と
に
よ
り
そ
の
公
正
性
が
損
な
わ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令

で
定
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
議
事
に
参
与
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
学
識
経
験
者
等
の
意
見
を
聴
く
場
合
に
お
け
る
公
正
性
の
確
保
の
た
め
の
体

制
の
整
備
等
）

第
三
十
七
条
の
八

内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
各
大
臣
は
、
国
家
戦
略
特
別
区
域

に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
国
際
的
な
経
済
活
動
の
拠
点
の
形

（
基
本
理
念
）

第
三
条

〔
略
〕

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕

〔
新
設
〕
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成
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
り
学
識
経
験
者
そ
の
他
の
関
係
者

の
意
見
を
聴
く
場
合
に
お
い
て
当
該
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
お
け
る
公
正
性

が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
適
正
な
策
定
及
び
実
施
を
確
保
す
る

た
め
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
の
連
携
） 

第
三
十
八
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
募
集
に
応
じ

行
わ
れ
た
提
案
で
あ
っ
て
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法

第
二
条
の
三

に
規
定
す

る
構
造
改
革
の
推
進
等
に
資
す
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
条

第
四
項
に
規
定
す
る
提
案
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 

     

（
構
造
改
革
特
別
区
域
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
事
業
と
の
連
携
） 

第
三
十
八
条 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
募
集
に
応
じ

行
わ
れ
た
提
案
で
あ
っ
て
、
構
造
改
革
特
別
区
域
法

第
二
条
の
二

に
規
定
す

る
構
造
改
革
の
推
進
等
に
資
す
る
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
三
条

第
四
項
に
規
定
す
る
提
案
と
み
な
し
て
、
同
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 
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○
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
三

） 

第
二
章
～
第
五
章 

〔
略
〕 

第
六
章 

雑
則
（
第
四
十
六
条
の
二

―
第
五
十
条
） 

附
則 

 （
公
正
性
及
び
透
明
性
の
確
保
） 

第
二
条
の
二 

こ
の
法
律
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
公
正
性
及
び
透
明
性
を

確
保
す
る
も
の
と
し
、
い
や
し
く
も
特
定
の
者
に
不
当
な
利
益
を
与
え
、
国
民

の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
こ
と
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
関
連
す
る
施
策
と
の
連
携
） 

第
二
条
の
三 

〔
略
〕 

 

（
学
識
経
験
者
等
の
意
見
を
聴
く
場
合
に
お
け
る
公
正
性
の
確
保
の
た
め
の
体

制
の
整
備
等
） 

第
四
十
六
条
の
二 

内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
各
大
臣
は
、
構
造
改
革
特
別
区
域

に
お
け
る
構
造
改
革
の
推
進
等
に
関
す
る
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
当
た
り
学

識
経
験
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
場
合
に
お
い
て
当
該
施
策
の
策
定

目
次 第

一
章 

総
則
（
第
一
条
―
第
二
条
の
二

） 

第
二
章
～
第
五
章 

〔
略
〕 

第
六
章 

雑
則
（
第
四
十
七
条

―
第
五
十
条
） 

附
則 

  

〔
新
設
〕 

   

（
関
連
す
る
施
策
と
の
連
携
） 

第
二
条
の
二 

〔
略
〕 

   

〔
新
設
〕 
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及
び
実
施
に
お
け
る
公
正
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
そ
の
適
正
な

策
定
及
び
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
そ
の
他
必
要
な
措
置
を
講
ず

る
も
の
と
す
る
。 
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○
総
合
特
別
区
域
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
八
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

目
次 第

一
章
～
第
五
章 
〔
略
〕 

第
六
章 

雑
則
（
第
六
十
八
条
の
二

―
第
七
十
一
条
） 

附
則 

 （
基
本
理
念
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

 第
三
条
の
二 

こ
の
法
律
の
運
用
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
公
正
性
及
び
透
明
性
を

確
保
す
る
も
の
と
し
、
い
や
し
く
も
特
定
の
者
に
不
当
な
利
益
を
与
え
、
国
民

の
疑
惑
や
不
信
を
招
く
こ
と
と
な
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
前
二
条

に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
の
自
主
性

及
び
自
立
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
総
合
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力

の
強
化
及
び
地
域
の
活
性
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施

す
る
責
務
を
有
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 

 
 
 

目
次 第

一
章
～
第
五
章 

〔
略
〕 

第
六
章 

雑
則
（
第
六
十
九
条

―
第
七
十
一
条
） 

附
則 

 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

〔
略
〕 

 

〔
新
設
〕 

   

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
前
条

に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
地
域
の
自
主
性
及

び
自
立
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
総
合
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の

強
化
及
び
地
域
の
活
性
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す

る
責
務
を
有
す
る
。 

２ 

〔
略
〕 
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（
指
定
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 

指
定
地
方
公
共
団
体
（
第
八
条
第
九
項
に
規
定
す
る
指
定
地
方
公
共
団

体
及
び
第
三
十
一
条
第
九
項
に
規
定
す
る
指
定
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
三
条

及
び
第
三
条
の
二

に
定
め
る
基
本
理
念
に

の
っ
と
り
、
国
の
施
策
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
総
合
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の

国
際
競
争
力
の
強
化
又
は
地
域
の
活
性
化
に
関
す
る
政
策
課
題
の
効
果
的
な

解
決
の
た
め
に
必
要
な
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有

す
る
。 

 

（
学
識
経
験
者
等
の
意
見
を
聴
く
場
合
に
お
け
る
公
正
性
の
確
保
の
た
め
の
体

制
の
整
備
等
） 

第
六
十
八
条
の
二 

内
閣
総
理
大
臣
及
び
関
係
各
大
臣
は
、
総
合
特
別
区
域
に
お

け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化
及
び
地
域
の
活
性
化
に
関
す
る
施
策
の
策
定

及
び
実
施
に
当
た
り
学
識
経
験
者
そ
の
他
の
関
係
者
の
意
見
を
聴
く
場
合
に
お

い
て
当
該
施
策
の
策
定
及
び
実
施
に
お
け
る
公
正
性
が
損
な
わ
れ
る
こ
と
の
な

い
よ
う
、
そ
の
適
正
な
策
定
及
び
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
体
制
の
整
備
そ
の

他
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

（
指
定
地
方
公
共
団
体
の
責
務
） 

第
五
条 

指
定
地
方
公
共
団
体
（
第
八
条
第
九
項
に
規
定
す
る
指
定
地
方
公
共
団

体
及
び
第
三
十
一
条
第
九
項
に
規
定
す
る
指
定
地
方
公
共
団
体
を
い
う
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
第
三
条
に
定
め
る
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
国
の
施

策
と
相
ま
っ
て
、
そ
の
総
合
特
別
区
域
に
お
け
る
産
業
の
国
際
競
争
力
の
強
化

又
は
地
域
の
活
性
化
に
関
す
る
政
策
課
題
の
効
果
的
な
解
決
の
た
め
に
必
要

な
施
策
を
総
合
的
に
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

    

〔
新
設
〕 

 

 
 

 
 


